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第481回審査会合（平成29年6月29日）にてご説明済みの保管場所およびアクセスルートについて，防潮堤設置ルートの変更を反映

2. 保管場所の設定及びアクセスルートの設定の考え方（1／2）
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屋内アクセスルートの設定
＜設定方針＞

地震，津波その他の自然現象による影響及び人為事象による影響を考慮し，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた
建屋に，各設備の操作場所までのアクセスルートを複数設定する。

設定条件 設定方針
評価・対策

想定事象 設定条件 想定事象 設定方針

原子炉建屋入口

Ｓｓ １箇所以上設置
Ｓｓ
＋

敷地遡上津波

２箇所設置
（１箇所高所）

・火災源の評価
・内部溢水評価
・資機材等転倒

防止対策
Ｓｓ
＋

敷地遡上津波
１箇所以上設置

ルート

中央制御室
→原子炉棟 Ｓｓ

＋
敷地遡上津波

複数ルート設定
Ｓｓ
＋

敷地遡上津波

複数ルート設定 ・付属棟のケー
ブル処理室と
電気室を経由
しないルート
を設定

原子炉棟等
の各階層間

複数ルート設定 複数ルート設定

＜アクセスルートの選定＞

設定した屋内アクセスルートについて，地震，津波及び地震随伴火災の影響を考慮し，以下の優先順位とする。

（１）原子炉建屋入口
・重大事故等発生時は，原子炉建屋西側の高所に設定した入口を優先

（２）アクセスルート
・中央制御室から原子炉棟，廃棄物処理棟へ移動するルートは，原子炉建屋内に設定されるアクセスルートを優先
・火災発生時に優先ルートのアクセス性が阻害された場合は，別ルートを使用
・原子炉棟，廃棄物処理棟の各階層を移動するルートは，地震，火災等の被害により，アクセス性が阻害された場
合は，影響の小さいルートを使用し操作場所までアクセス

2. 保管場所の設定及びアクセスルートの設定の考え方（2／2）
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4. 保管場所の影響評価（1／7）

地震，津波による保管場所への影響評価概要

地震に伴う保管場所への被害要因について評価を行い，影響がないことを確認した。
また，敷地西側の高所2箇所（T.P.＋23m及びT.P.＋25m）に設定する保管場所が敷地遡上津波による影響を

受けないことを津波遡上解析の結果により確認した。（別紙①参照）

地震に伴う被害要因 想定される被害事象 確認結果

(1)周辺構造物の倒壊
（建屋，送電鉄塔等）

損壊物による可搬型設備の損
壊及び走行不能

・損壊により保管場所に影響を及ぼす構造物がないことを確認し
た。

(2)周辺タンク等の損壊
火災，溢水による可搬型設備
の損壊，通行不能

・損壊により保管場所に影響を及ぼすタンクがないことを確認し
た。

(3)周辺斜面の崩壊
土砂流入による可搬型設備の
損壊，通行不能

・西側保管場所の周辺に斜面がないことを確認した。
・南側保管場所の周辺斜面が崩壊しないことを確認した。

(4)敷地下斜面のすべり
敷地下斜面のすべりによる可
搬型設備の損壊，通行不能

・保管場所の敷地下斜面が崩壊しないことを確認した。

(5)液状化及び揺すり込み
による不等沈下・傾斜，
液状化に伴う浮き上がり

不等沈下，傾斜，浮き上がり
による可搬型設備の損壊，通
行不能

【液状化及び揺すり込みによる不等沈下】

・保管場所の不等沈下は，可搬型設備への影響がないことを確認
した。

【液状化及び揺すり込みによる傾斜】

・保管場所の傾斜は，可搬型設備への影響がないことを確認した。

【液状化による浮き上がり】

・西側保管場所下部の地中埋設物は，浮き上がりが生じないこと
を確認した。

・南側保管場所下部には地中埋設物がないことを確認した。

(6)地盤支持力の不足 可搬型設備の転倒，通行不能 ・地震時接地圧が地盤支持力を下回ることを確認した。

(7)地中埋設構造物の損壊
陥没による可搬型設備の損壊，
通行不能

・西側保管場所下部の地中埋設物は耐震性があるため，損壊によ
る影響がないことを確認した。

・南側保管場所下部には地中埋設物がないことを確認した。
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4. 保管場所の影響評価（2／7）

地震による保管場所への影響評価

(1) 周辺構造物の倒壊（建屋，送電鉄塔等）

西側保管場所近傍の上空には送電線が架線されているが，送電鉄塔が倒壊した場合であっても，送電線
による影響がないことを確認した。
さらに，同保管場所近傍には緊急時対策所が設置されるが，緊急時対策所はＳＳ機能維持※であることか

ら，保管場所に影響がないことを確認した。
南側保管場所の近傍に構造物がないことを確認した。

(2) 周辺タンク等の損壊

西側保管場所下部に埋設される可搬型設備
用軽油タンク及び隣接する緊急時対策所用発
電機燃料油貯蔵タンク，並びに南側保管場所
近傍に埋設される可搬型設備用軽油タンクは
耐震Ｓクラス又はＳＳ機能維持であることから，
保管場所に影響がないことを確認した。

※耐震B,Cクラスの機器において，基準地震動ＳＳで耐震評価を行い，耐震
性が確認された機器を指す。（以降，同じ）
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4. 保管場所の影響評価（3／7）

(3) 周辺斜面の崩壊 及び (4)敷地下斜面のすべり

保管場所が設置される敷地西側の高台部は，段丘
面に位置し，概ね平坦な地形を呈している。
各保管場所の周辺斜面及び敷地下斜面について安
定性を確認する。

保管場所平面図 保管場所断面図
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4. 保管場所の影響評価（4／7）

【評価方法】
保管場所周辺における斜面の形状及び高さ等から評価断
面を抽出する。
抽出した評価断面について，安定性を確認している使用
済燃料貯蔵建屋西側斜面（以下「D／C斜面」）と地質の
類似性，斜面勾配・高さの比較を行い，基準地震動SSに
対する安定性を確認する。

【評価結果】
周辺斜面及び敷地下斜面の地質はD／C斜面と同一であり，
斜面高さ及び勾配はD／C斜面より小さいことから，斜面は
安定していることを確認した。

評価基準 周辺斜面 敷地下斜面

D/C斜面 D-D断面 b-b断面 d-d断面

地質 du層 du層 盛土※ 盛土※

斜面勾配 1:1.9 1:2.0 1:2.0 1:2.0

斜面高さ 14m 最大4m 最大4.5m 最大3.0m

－ 評価すべり面
（ du層内のみ表示）

－ 最小すべり安全率の
すべり面

du層
lm層

D1g-1層

km層

斜面断面図

【D／C西側斜面の評価結果】

(3) 周辺斜面の崩壊 及び (4)敷地下斜面のすべり

最小すべり安全率 9.3
（du層内のすべり面）

※ 盛土は，改良土等により安定性が確認されている強度（地山（du層）相当）を確保する。
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4. 保管場所の影響評価（5／7）

(5)液状化及び揺すり込みによる不等沈下・傾斜，液状化に伴う浮き上がり

地盤の沈下量
S1＝h1×A％＋h2×B％＋C

地中構造物上部の沈下量
S2＝（h1－h3）×A％＋（h2－h4）×B%＋C

段差（相対変位）
δ＝S1－S2＝h3×A％＋h4×B％

地中
構造物

S2

δ
S1

h3

h4

h2

h1

C
地下水位以深の飽和砂質地盤

『液状化に伴う沈下』
地下水位以浅の不飽和砂質地盤

『揺すり込み沈下』
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4. 保管場所の影響評価（6／7）

(5) 液状化及び揺すり込みによる不等沈下・傾斜，液状化に伴う浮き上がり

不等沈下については，保管エリアの鉄筋コンクリート床版との段差が最大1cm（厚さ1mの場合）である
ことから車両通行に影響はない。また，西側保管場所に設置される可搬型設備用軽油タンクとは段差
が発生するが，設備の保管エリアでないことから影響はない。傾斜については，最大1.1%であり車両
通行に影響はない。
液状化に伴う浮き上がりについては，西側保管場所下部に埋設される可搬型設備用軽油タンクの構造
物下端が地下水位より高い位置であり浮き上がりは生じないことを確認した。南側保管場所下部には
埋設されるものがないことを確認した。
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4. 保管場所の影響評価（7／7）

(6) 地盤支持力の不足

西側及び南側保管場所は，地盤支持力について評価した結果，地震時接地圧が評価基準値※内であり，
影響がないことを確認した。

(7) 地中埋設構造物の損壊

西側保管場所下部に埋設される可搬型設備用軽油タンク及び隣接する緊急時対策所用発電機燃料油貯
蔵タンク，並びに南側保管場所近傍に埋設される可搬型設備用軽油タンクは耐震Ｓクラス又はＳＳ機能維
持であることから，損壊の影響がないことを確認した。

※道路橋示方書の砂地盤の最大地盤反力度（常時）

※
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5. 屋外アクセスルートの評価（1／11）

地震，津波によるアクセスルートへの影響評価概要（1／2）

地震に伴う屋外アクセスルートへの被害要因について評価を行い，影響がないことを確認した。
また，敷地西側の高所に高所淡水池，高所東側及び西側接続口を設置することから，敷地遡上津波に対する

屋外アクセスルートは影響を受けないことを確認した。（別紙①参照）

地震に伴う被害要因 想定される被害事象 確認結果

(1)周辺構造物の倒壊
（建屋，送電鉄塔等）

損壊物によるアクセスルート
の閉塞

・構造物損壊の影響を受けないルートが1つ以上あることを確認し
た。

・構造物の損壊によりがれきがアクセスルートに干渉した場合は，
ホイールローダにてがれき撤去を実施，別ルートの通行等の対
応をすることにより，通行性が確保可能であることを確認した。

(2)周辺タンク等の損壊
タンク損壊に伴う火災・溢水
による通行不能

【可燃物施設の損壊】
・可燃物施設の火災発生時に熱影響を受けるアクセスルートは，
別ルートを通行することにより，通行性が確保可能であること
を確認した。

【薬品タンクの損壊】
・薬品タンクの損壊時は，保護具の着用等により，通行性が確保
可能であることを確認した。

【タンクからの溢水】
・屋外タンクの損壊時においても，徒歩及び可搬型設備の走行性
に影響がないことを確認した。

(3)周辺斜面の崩壊
土砂流入，道路損壊による通
行不能

・アクセスルートの周辺斜面が損壊しないこと又はホイールロー
ダにより崩壊土砂を撤去できることを確認した。

・アクセスルートの敷地下斜面が崩壊しないことを確認した。(4)道路面のすべり
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5. 屋外アクセスルートの評価（2／11）

地震，津波によるアクセスルートへの影響評価概要（2／2）

地震に伴う被害要因 想定される被害事象 確認結果

(5)液状化及び揺すり込み
による不等沈下，液状化
に伴う浮き上がり，側方
流動

アクセスルートの不等沈下，
浮き上がりによる通行不能

【液状化及び揺すり込みによる不等沈下】

・液状化及び揺すり込みによる不等沈下により，可搬型設備の通
行に支障がある段差発生が想定される箇所は，事前対策により
通行性が確保可能であることを確認した。

【液状化による浮き上がり】

・アクセスルート下の構造物には浮き上がりが生じないことを確
認した。

【側方流動】

・側方流動の影響を受ける箇所は，別ルートを通行により通行性
が確保可能であることを確認した。

(6)地盤支持力の不足 ― －（対象外）

(7)地中埋設構造物の損壊 陥没による通行不能
・アクセスルート下の損壊のおそれがある地中埋設物は，事前対
策により通行性が確保可能であることを確認した。
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(1) 周辺構造物の倒壊（建屋，送電鉄塔等）

アクセスルート近傍にある周辺構造物について評価を実施した結果，構造物等の損壊によるがれきの
影響は受けるものの，アクセス性を確保することが可能であることを確認した。

5. 屋外アクセスルートの評価（3／11）

・構造物等の損壊に伴うがれきの発
生により，アクセスルートの必要な
幅員が確保できない場合は，ホイー
ルローダによる撤去，がれき上への
ホース，ケーブルの敷設によりアク
セス性が確保可能である。

・西側保管場所近傍に設置されてい
る送電鉄塔は，鉄塔敷地周辺の地盤
変状の影響について評価を行い，影
響がないことを確認しているが，損
壊するものとして評価を行った。

・西側保管場所近傍の上空には送電
線が架線されているが，送電線の垂
れ下がりにより通行支障が発生した
場合は，別ルートを通行する。
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(2) 周辺タンク等の損壊

敷地内の可燃物施設，薬品タンク及び溢水対象タンクを以下のとおり抽出した。

5. 屋外アクセスルートの評価（4／11）
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(2) 周辺タンク等の損壊

①可燃物施設の損壊
可燃物施設のうち，十分な耐震性が確保さ

れていない等の火災想定施設の火災発生時の
評価を実施した結果，アクセスルートに影響
がないことを確認した。

・アクセスルートが火災発生時の熱影響を受
ける場合は，別ルートを通行する。

・万一，消火活動が必要となった場合におい
ても，自衛消防隊による早期の消火活動が
可能である。なお，消火活動は火災発生箇
所近傍の使用可能な消火栓（原水タンク）
又は防火水槽を用いる。

5. 屋外アクセスルートの評価（5／11）

②薬品タンクの損壊
薬品タンク漏えい時について評価した結果，アクセスルートへ影響がないことを確認した。

・薬品タンクが損壊した場合，堰や建屋の周辺に薬品の滞留が想定されるが，防護具を着用すること，薬品タ
ンク周辺の路面勾配による路肩への流下が考えられること，薬品漏えい箇所に送水ホースを敷設する場合は，
薬品耐性のあるゴム等により防護することから，影響はない。

・なお，薬品タンクは堰内又は建屋内に設置されているため，漏えいによる影響は限定的と考えられる。また，
屋外に設置されている窒素ガス供給設備液体窒素貯蔵タンクは，漏えいした場合であっても外気中に拡散す
ることから，漏えいによる影響は限定的と考えられる。

③タンクからの溢水
溢水源となる可能性のあるタンクについて基準地震動ＳＳによるタンク及び付属配管の破損による溢水を想

定し，アクセスルートへの影響評価を実施した結果，溢水深は約5cmであり，アクセスルートに影響がないこ
とを確認した。
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(3) 周辺斜面の崩壊 及び (4)道路面のすべり

5. 屋外アクセスルートの評価（6／11）

アクセスルート周辺の斜面及び道路面のすべりについ
て安定性を確認する。

アクセスルート平面図

アクセスルート断面図
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5. 屋外アクセスルートの評価（7／11）

【評価方法】
アクセスルートにおける斜面の形状及び高さ等から
評価断面を抽出する。
抽出した評価断面について，保管場所と同様にD／C
斜面との比較を行い，基準地震動SSに対する安定性
を確認する。

【評価結果】

評価
基準

周辺斜面 道路面

D/C
斜面

①-①
断面

③-③
断面

②-②
断面

④-④
断面

地質 du層 du層 du層 du層 盛土※

斜面勾配 1:1.9 直(1:0)
最大
1:2.0

1:1.5 1:2.0

斜面高さ 14m 3m
最大
約14m

5m
最大
約3.5m

すべり安
定性評価

－
崩壊を
想定

問題
なし

崩壊を
想定

問題
なし

アクセス
ルートへ
の影響

－
影響
あり

影響
なし

影響
なし

影響
なし

③－③及び④－④断面については，地質はD／C
斜面と同一であり,緩斜面かつ斜面高さが同等
以下であることから斜面は安定していることを
確認した。
②－②断面については，D／Cの西側斜面と比較
すると，急斜面であるため崩壊を想定する。ま
た，復旧に時間を要することから，当該アクセ
スルートは地震時には使用しないものとする。
①－①断面については,D／C斜面と比較すると，
急斜面であるため崩壊を想定し,ホース等を敷
設する場合に,必要な道幅（5m）の確保が困難
であることから,復旧時間の評価を行う。

(3) 周辺斜面の崩壊 及び (4)敷地下斜面のすべり

※ 盛土は，改良土等により安定性が確認されている強度（地山（du層）
相当）を確保する。

6m 6m※

①－①断面の断面図

撤去範囲：0.67m２

擁壁

・当該箇所は，アクセスルート幅確保のために，約2m幅の土砂撤去が必要

・撤去土砂量：約109m３（撤去範囲：0.67m２×復旧延長：162m）

・ホイールローダの作業量：66m３／h×2台（ホイールローダ2台で作業を実施）

・復旧時間＝約109m３÷（66m３／h×2台）×60＝49.6≒50分で土砂撤去が可能

2m

アクセスルート

※崩壊土砂の到達範囲
（斜面高さの2倍）
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(5) 液状化及び揺すり込みによる不等沈下，液状化に伴う浮き上がり

5. 屋外アクセスルートの評価（8／11）

①地中埋設構造物と埋戻部等との境界部の評価
【評価方法】
地中埋設構造物と埋戻部等との境界部を段差発生の
可能性がある箇所として抽出する。
アクセスルート上に発生する地表面の段差量の評価
基準については，緊急車両が徐行により走行可能な
15㎝とする。

【評価結果】
15㎝以上の段差発生が想定される箇所として，
No.118復水器冷却用取水路があり，段差緩和対策
として路盤補強を実施することで通行性を確保す
る。
液状化による浮き上がりについては，トンネル標
準示方書に基づき浮き上がりの評価を行った結果，
安全率が評価基準値の1.0を下回るものがなかっ
た。

浮き上がりの評価結果

地中埋設構造物と埋戻部等との境界部
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(5) 液状化及び揺すり込みによる不等沈下，液状化に伴う浮き上がり

5. 屋外アクセスルートの評価（9／11）

②地山と埋戻部との境界部の評価
【評価方法】
地中埋設構造物または建屋の設置に伴う掘削により生
じる地山と埋戻部との境界部が，可搬型設備の通行に
影響がないか確認する。
地中埋設構造物は，埋戻部の沈下量が15㎝以上発生す
ると想定される箇所を抽出する。建屋は，建屋設置に
伴う掘削範囲がアクセスルートと重なる箇所を抽出し，
かつ，埋戻部の沈下量が15㎝以上発生すると想定され
る箇所を抽出する。抽出された建物，構造物について，
建設時の掘削形状から段差量を評価する。

【評価結果】
地中埋設構造物において，15㎝以上の段差発生が想定
される箇所として，No.118復水器冷却用取水路が抽出
された。段差緩和対策として路盤補強により通行性を
確保する。

地山と埋戻部との境界の状況

建屋設置に伴う掘削範囲がアクセスルートと重なり，
かつ，沈下量が15㎝以上発生する箇所が抽出されたが，
いずれも可搬型設備の通行に影響がないことを確認し
た。

建屋設置に伴う掘削範囲図

復水器冷却用取水路に想定される段差
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(5) 液状化及び揺すり込みによる不等沈下，液状化に伴う浮き上がり

5. 屋外アクセスルートの評価（10／11）

側方流動の評価範囲

③側方流動による沈下の評価
【評価方法】
側方流動については，水際線から概ね100m程度の範
囲のアクセスルートを対象に，可搬型設備の通行に
影響がないか確認する。

【評価結果】
評価範囲のアクセスルート（取水構造物西側のアク
セスルート）の東側は,鉄筋コンクリート防潮壁，
鋼製防護壁または取水構造物が設置されており,護
岸背面の地盤改良を行うことから，側方流動は発生
しないと考えられるが,当該アクセスルートはT.P.
＋8mエリアとT.P.＋3mエリアの境となる斜面の法肩
付近に位置するため，地震時の地盤変状が想定され，
復旧に時間を要することから，当該アクセスルート
は地震時には使用しない。

Ｂ－Ｂ断面 Ｃ－Ｃ断面
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5. 屋外アクセスルートの評価（11／11）

【評価方法】
地中埋設構造物の損壊による道路面への影響について，
以下の条件に該当する地中埋設構造物を評価対象とする。

条件① 耐震性が十分でない内空部が15㎝以上の
コンクリート構造物

条件② 地震時に選定するルート上の箇所

【評価結果】
上記条件に該当する地中埋設構造物No.68～71,75～
80,82～84,86～90,99,104～106,117～121,123,125につ
いて，段差緩和対策として路盤補強または，構造物内
に予め土のうを敷き詰める等の対策を行い，通行性を
確保する。

路盤補強のイメージ

アクセスルート及び路盤補強実施箇所

(7) 地中埋設構造物の損壊

Ｈ鋼桁

構造物

鋼管杭

アスファルト舗装

鉄筋コンクリート
床板等 構造物

補強材

上記の路盤補強実施箇所に加え，使用するアク
セスルートの確実性を高めるために，基準地震
動ＳＳの影響を受けないルート並びに基準地震動
ＳＳ及び敷地遡上津波の影響を受けないルート
（別紙②参照）に対して路盤補強を実施する。
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6. 屋内アクセスルートの評価（1／3）

(1) 地震時の影響評価
（アクセスルートの周辺施設の損壊，転
倒及び落下等）
屋内アクセスルート周辺施設の損傷，転倒及

び落下等によってアクセス性への影響がないこ
とを現場ウォークダウンにより確認した。

常置品および仮置資機材に対する運用，管理
について，社内規程に基づき以下の対応を実施
することから，アクセスルートの通行性に影響
がないことを確認した。

・作業用ホイスト，レール，グレーチング，手摺
等に落下防止措置

・現場操作対象と周辺機器の離隔
・常置品の転倒防止固縛

例：原子炉建屋 1FL

地震による屋内アクセスルートへの影響評価概要

地震に対する屋内アクセスルートへの影響について，地震，地震随伴火災，地震随伴溢水を評価し，影響
のある被害要因はないことを確認した。

転倒防止固縛の例
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(2) 地震随伴火災の影響評価

屋内アクセスルート近傍の地震随伴火災の発生の可能性がある回転機器を抽出し，以下のとおり評価を実施
した。

6. 屋内アクセスルートの評価（1／3）

・耐震Ｓクラス機器，又は基準地震動ＳＳにて耐震性があ
ると確認された機器は地震により損壊しないものとし，
内包油による地震随伴火災は発生しない。

・耐震Ｓクラス機器ではない，又は基準地震動ＳＳにて耐
震性がない機器のうち，油を内包する機器については地
震により支持構造物が損壊し，漏えいした油又は水素ガ
ス（4vol％以上）に着火する可能性があるため，火災源
として耐震評価を実施。

・耐震評価は基準地震動ＳＳで評価し，JEAG4601に従った
評価を実施。

例：原子炉建屋 1FL

評価の結果，地震随伴火災の火災源はなく，アクセス
ルートの通行性に影響がないことを確認した。

例：原子炉建屋 1FL
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(3) 地震随伴溢水の影響評価

地震発生による内部溢水時のアクセスルートの評価として，使用済燃料プールのスロッシングや耐震Ｂ,Ｃ
クラスのうち，基準地震動に対する耐震性が確保されていない機器からの溢水を想定し，評価を実施した。

6. 屋内アクセスルートの評価（1／3）

・内部溢水対策（堰高さ10cm等）により，最終滞留区
画である原子炉棟地下2階の西側区画を除き，歩行可
能な水深20cm以下

・最終滞留区画については，アクセスに必要で滞留水
位が20㎝より高くなる場合は，想定される水位に応
じて必要な高さの歩廊を設置

評価の結果，アクセスルートの通行性に影響がない
ことを確認した。

溢水伝播経路 （原子炉建屋 地下2FL）

操作対象弁（残留熱除去系ポンプＢ
レグシール入口弁）高さ 約1.1m

矢視

新設歩廊のイメージ
（高さ65㎝以上）

溢水時最大水位
（約64㎝）

歩廊の設置イメージ
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別紙① 敷地遡上津波時の最大深水深分布
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別紙② 屋外アクセスルートの概略図

基準地震動ＳＳの影響を受けないルート 基準地震動ＳＳ及び敷地遡上津波の影響を受けないルート




